
山口東京理科大学調査特別委員会審査日程 
 

日 時  令和３年３月１０日（水）  

   一般会計予算決算常任委員会 

終了後 

場 所  第２委員会室 

 

～審査内容～ 

１ 議案第３５号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学に係る地方

独立行政法人法第１９条の２第４項に規定する条例で定める額を定める条例

の制定について                       （大学） 
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議案第３５号 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学に係る地方独立行政法 

人法第１９条の２第４項に規定する条例で定める額を定める条例の制 

定について 

 

１. 条例制定の背景 

① 地方独立行政法人法の改正内容 

平成２９年の地方独立行政法人法(以下「法」という。)の一部改正により、地方独 

立行政法人（以下「法人」という。）の理事長又は副理事長、理事、監事又は会計監査 

人（以下「役員等」 という。）が、当該法人に対して負う損害賠償責任の規定が追加 

され、令和２年４月１日から施行されることとなった。 

また、役員等が法人に対して負う損害賠償責任において、善意でかつ重大な過失が 

ない場合には、設立団体の条例に定める損害賠償責任の限度額（以下「最低責任限度 

額」という。）を除いた額について、一部免除することが可能となった。 

 

  【図１】 
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② 法改正の趣旨 

損害賠償責任が無限に広がりかねないとすれば、役員等に予測不可能な損害を生じ 

させ、適切な人材を得られなくなる恐れがあり、法人の適切な運営を損なう可能性が 

あることから、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの損害賠償責 

任を、一定の合理的な範囲内において軽減することを目的としたもの。 

 

③ 条例制定理由 

法の趣旨に照らし、役員等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場 

合、負担する損害賠償責任を軽減する措置を講じることが相当と考えられることから、 

役員等の損害賠償にかかる最低責任限度額を設定する条例を制定するもの。 

 

条例で定める 

最低責任限度額 

免除可能額 

Ⓐ－Ⓑ＝Ⓒ（免除可能額） 

会社法等の他の法人 

制度には、役員等の個 

人に賠償責任が課され 

ることが定められてい 

るが、地方独立行政法 

人には同様の定めがな 

かった。 

役員等に善意でかつ重大な過失がない場合 
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２. 条例で定める損害賠償責任の最低責任限度額の概要 

① 法及び政令で定める損害賠償責任の最低責任限度額の範囲 

最低責任限度額の範囲については、地方独立行政法人法施行令（以下「政令」とい 

う。）において参酌基準及び下限額（最低額）が規定されている。 

最低責任限度額の設定にあたっては、「法人の事務及び事業の特性並びに役員等の 

職責その他の事情を考慮して政令で定める基準」を参酌し、政令に定められた下限額 

以上の額を定めることとなる。 
 

最低責任限度額 算 定 方 法 市の裁量 

参酌基準 基準報酬年額※１×乗数※２ 可 

下限額（最低額） 基準報酬年額 不可 
 

※１ 基準報酬年額（報酬、退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度あた 

りの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額） 

※２ 役員等の職責に応じて、独立行政法人通則法の例を参考に、基準報酬年額の２ 

倍～６倍で設定 
 

乗数 政令の役職 独立行政法人通則法の役職 

６ 理事長又は副理事長 代表権を有する役員 

４ 理事 その他の役員（監事除く） 

２ 監事又は会計監査人 監事又は会計監査人 

 

 

         

         

   ①      

   ②      

   ③ ６ 

倍 

①    

   ④ ② ４ 

倍 

  

   ⑤  ③ ① 
 

２ 

倍    ⑥  ④  ② 

     損 害   理事長又は        理  事         監事又は 

     賠償額     副理事長                     会計監査人 

 

② 条例における役職ごとの最低責任限度額 

「法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令に定 

められた基準」を参酌し、政令で定める額(下限額)以上の額を条例において定めるも 

の部分が 

免除可能額 

の部分が 

条例により定 

める最低責任 

限度額 
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のとされていることから、次のとおり役職ごとに最低責任限度額を定める。 
 

参酌基準 
条例で定める最低責任限度額 

（ 参 考 ） 

独立行政法人通則法 

（総務省告示） 
会 社 法 

役職 ／ 乗数 役  職 

理事長 

又は 

副理事長 

６ 

 理事長及び副理事長は、法人を

代表する重要な地位であることか

ら、政令に定める基準と異なる内

容を定める理由はないため当該基

準と同様に、「基準報酬年額に乗数

６を乗じて得た額」を損害賠償に

係る最低責任限度額とする。 

代表権を有する

役員 

代表取締役 

又は 

代表執行役 

理事 ４ 

理事は、理事長及び副理事長を

補佐し、理事長及び副理事長が欠

けた際は、職務の代理を行うなど、

法人において重要な地位であるこ

とから、政令に定める基準と異な

る内容を定める理由はないため、

当該基準と同様に、「基準報酬年額

に乗数４を乗じて得た額」を損害

賠償に係る最低責任限度額とす

る。 

その他の役員 

（監事を除く） 

代表取締役以外

の取締役（業務

執行取締役等で

あるものに限

る） 

又は 

代表執行役以外

の執行役 

監事又は 

会計監査人 
２ 

 監事は、役員として法人の業務

の監査等を行うものであること、

また、会計監査人は、監査及び会

計の専門家として、独立した立場

において、財務書類その他の財務

に関する情報の信頼性を確保し、

法人の業務を監査し適切に行わせ

る重要な地位であることから、政

令に定める基準と異なる内容を定

める理由はないため、当該基準と

同様に、「基準報酬年額に乗数２を

乗じて得た額」を損害賠償に係る

最低責任限度額とする。 

監事又は 

会計監査人 

社外取締役、会

計参与、監査役、

会計監査人 

 

３. 施行期日 

施行期日は公布の日からとし、施行日以後の本条例の規定を受けた法人の業務方法書 

の変更について、市長の認可を受けた日以後の役員等の行為に基づく損害賠償責任につ 

いて適用する。 
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４. 条例適用の流れ 

 市 長   公立大学法人  

【条例制定後】     

 ① 条例制定   ② 業務方法書で規定  

    

条例で定める額を控除した

後の額を限度として、損害

賠償責任額から免除するこ

とができる旨を規定 

 

    
 

 

 ④ 業務方法書の変更認可   ③ 市長への認可申請  

     

【事案発生時】     

    Ⓐ 事案発生  

    
 

 

    Ⓑ 免除の判断  

    
 

 

    Ⓒ 監事の同意  

    

一部免除を行う際は、あら

かじめ監事の同意が必要と

なる。 

 

    
 

 

 Ⓔ 一部免除承認   Ⓓ 一部免除申請  

 
 

  《提出書類の例》  

 Ⓕ 議会への報告及び公表   ア 損害賠償責任の原因と 

なった事実及び役員等が 

賠償の責任を負う額 

 

     

    イ 条例により免除するこ 

とができる額の限度及び 

その算定の根拠 

 

     

    ウ 役員等の損害賠償責任 

を免除すべき理由及び免 

除額 
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５. 関係法令 

 

◯地方独立行政法人法（令和２年４月１日施行） 

（役員等の損害賠償責任） 

第十九条の二 地方独立行政法人の役員又は会計監査人（第四項において「役員等」とい 

う。）は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じ 

た損害を賠償する責任を負う。 

２ 前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。 

３ 設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なけ 

ればならない。 

４ 前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体 

が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して 

政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役 

員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となっ 

た事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認め 

るときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た 

額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定め 

ることができる。 

５ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十三条の二第二項及び第三項の 

規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。 
 

  ◯地方独立行政法人法 

（役員） 

第十二条 地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置 

く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。 

（役員の職務及び権限） 

第十三条 理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐 

して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、 

理事長が欠員のときはその職務を行う。 

３ 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法 

人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長 

及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。 

４ 監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、設立団体 

の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 

 

  ◯地方自治法 

（普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責） 

第二百四十三条の二 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは 

委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員（次条第三項の規定による 

賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」と 

いう。）の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の 

長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等 
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が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政 

令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た 

額について免れさせる旨を定めることができる。 

２ 普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとする 

ときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 

 

◯地方独立行政法人法施行令（令和２年４月１日施行） 

（役員等の損害賠償責任の一部免除の基準等） 

第三条の二 法第十九条の二第四項に規定する政令で定める基準は、同条第一項に規定す 

る役員等（以下この条において「役員等」という。）が地方独立行政法人から法第十九 

条の二第四項の承認（以下この条において「一部免除承認」という。）の日を含む事業 

年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき報酬、一部免除承認前に支 

給された退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度当たりの額に相当する額と 

して総務省令で定める方法により算定される額（次項において「基準報酬年額」とい 

う。）に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額 

とする。 

一 理事長又は副理事長 六 

二 理事 四 

三 監事又は会計監査人 二 

２ 法第十九条の二第四項に規定する政令で定める額は、基準報酬年額とする。 

３ 地方独立行政法人は、一部免除承認を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載し 

た書類を設立団体の長に提出しなければならない。 

一 法第十九条の二第一項の損害を賠償する責任（以下この条において「役員等の損害 

賠償責任」という。）の原因となった事実及び役員等が賠償の責任を負う額 

二 法第十九条の二第四項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の 

根拠 

三 法第十九条の二第四項の規定により役員等の損害賠償責任を免除すべき理由及び免 

除額 

４ 地方独立行政法人が役員等の損害賠償責任（監事及び会計監査人が負う役員等の損害 

賠償責任を除く。）について一部免除承認を得ようとするときは、あらかじめ、監事 

（監事が二人以上ある場合には、各監事）の同意を得なければならない。 

５ 設立団体の長は、一部免除承認をしたときは、速やかに、その旨及び第三項各号に掲 

げる事項を設立団体の議会に報告するとともに、これらを公表しなければならない。 

６ 地方独立行政法人は、一部免除承認を得た場合において、当該一部免除承認後に役員 

等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認 

を受けなければならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、法第十九条の二第四項の規定による役員等の損害賠償責 

任の一部の免除に関し必要な事項は、総務省令で定める。 

 



令和 3年第 1回（3月）定例会 山口東京理科大学調査特別委員会 参考資料 

7 

◯独立行政法人通則法 

（役員） 

第十八条 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人 

及び監事を置く。 

２ 各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他 

の役員を置くことができる。 

３ 各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称及び定数並びに監事の 

定数は、個別法で定める。 

（役員の職務及び権限） 

第十九条 法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 個別法で定める役員（法人の長を除く。）は、法人の長の定めるところにより、法人の 

長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 

３ 前条第二項の規定により置かれる役員の職務及び権限は、個別法で定める。 

４ 監事は、独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定 

めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 

（役員等の損害賠償責任） 

第二十五条の二 独立行政法人の役員又は会計監査人（第四項において「役員等」とい 

う。）は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を 

賠償する責任を負う。 

２ 前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない。 

３ 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならな 

い。 

４ 前二項の規定にかかわらず、独立行政法人は、第一項の責任について、役員等が職務 

を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内 

容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、 

当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等 

の職責その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務 

大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。 


